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V 農家構）五と農業経営

ふれ「ヒでの諸節 l『アシ、ア経済』お13{1'第9号所取

の拙稿「tjJ部yレソンのハシエング・ペリオ（ [ ) J〕で什

ン・アンドレス村が主としてハシエンダの小作人

によって構成されていること，それら小作人の土

地所有関係がたんにハシエンダとの小作地賃借を

めぐる問係のみな「〉ずそのノト作地の又貸しをめぐ

る副次的関係を含んでいること響力三明円かとな j

た。次にそ奇い ・） た関係のもとで村の農家構成

がし、かなる形をとり，それら農家によって展開さ

れる農業経i比農家経済がu、かなる特徴的傾向を

もつものであるかを検討してみよう。
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1. 3豊家構成

4二のれの農家数は，すでに述ベたように81戸で

ある。栽培作物としては米と野菜がみられるが，

後者はノ、シヱレダからその自由利用が認、められて

ヤる裏陛での自家消費を目的とした栽格でしかな

し主力はもっぱら前者にあって全ての農家がい

わゆる米作農家である。

経営規模 まず経営規模であるが，村内でみ

られるも？とも零細な経営競模は0.5ヘクタールラ

最大は14.0ヘクタールで，この聞に81戸の農家が

分布する。第8表はそれを経営規模階層別に示し

たものであるが，これによると81戸の農家のうち

52？，つ主り科4.2%が1.0～2.9ヘケタールの境摸

階層に集中してみられる。さらに 1.0ヘクタール

未満にある 8戸をこれに加えると60戸となり，全

体の74.1%の農家が 3.0ヘクタール未満層にある

ことが知れる。この地域の米作農家の低い生産力，

早蹴等による生産の不安定性を考慮に入れると

3.0ヘクタール未満という経営規模は，はなはだ零

細というはかないが，そうu、った零細経営！長へわ

農家の高い集中がこの村の農家構成における一つ

の特徴である。

これら 3ヘクターノレ米満60戸のほかは3.0～4.9

ヘクタール規模階層に11戸， 5.0～9.9ヘクターノレ

濯に 6戸， 10.0ヘクタール以上層に 4戸みられる 0

3.0～4.件、クヲール層は 3ヘクタール未満憎：こ比
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といった特殊事情から副業をかる，精神異常者，べると経営が多少なりとも安定してくると考えら

もっていないのにすぎなヤ。

専業農家を除く 71戸はすべて他に何らかの雇用

それでも後述されるように兼業への依存*1,るが，

機会あるいは収入源をもっ兼業農家で，兼業の内

容によ＇）てこつに大別できる。すなわち震われ兼

業と自営兼業である。躍われ兼業のなかには農業

賃労働者，乗合ノξス，ジフ。ニーの運転手，建設工

事労務者，裁縫師，ハシエンダの麓配人が含まれ

もっとも多いのは農業賃労働を兼業形態と

が大き＼、村1J~ にあっていわ♂中間層に当る。規

模からみて経営が十分に安定的と考えられるの仕

5.0ヘクタール以上層で，このなかにはハシヱング

の謹配人，小作地の一部を他の小作人に又貸しし

ているもの（ナムムイサン）等が含まれ全体で 10戸，

これがキ「内の.1.層民家を構成するとみられる。

るが，経営規模71J .専・兼業リlj農家戸数第8表

占めている。他方，

tricycle （モーターパイク付き輪タク〉，カレサ kalesa

するもので雇われ兼業農家55戸中45戸と 8割強を

自営兼業 tこはトライシクル

ii) 7jlj 業←－！， _'t(,: 
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ジープによる運送業，

ごく零細な養鶏，河川iゃ沼沢地での漁師，が含ま

れる。このなかでは，自営兼業農家16戸中13戸を占

( 1頭立て乗合馬車）の自営，

めるトヲイシクルおよびカレ十の自営がもっとも

ごとれはギンパ町

もあって，住民がこの聞を往来するのにこれらの

交通手段に依存せざるを得ないという事情を反映

7 

2:l 

17 

4 

1 

81 10 55 

Cit) :r, 4こ二で事・兼業5.JIJというのは決して首v葉

の厳符なf!:味においてマはたしに農栄；f；農業以
外の雇用機会（収入源）をもっているかどうかに
工って区日IJした主でである。
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中心的兼業形態となっているが，

のポブラシオンからこの村までの距離が約6キロ
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るいはカレサをそれぞれ 1台ずつ所有して，村と

ポブラシオンの間の運行を半ば独占的に行なって

いる。

兼業農家を経営規模階層別にみた場合の特徴的

傾向として，零綱経営層では雇われ兼業，中間層は

自営兼業への依存が高し、とU、う点を指摘できる。

しかも，前者においては47戸の雇われ兼業のうち

41戸が農業賃労働を兼業とし，後者では 7戸の自

営兼業中 7戸全部がカレサまたはトライシク yレの

トライシケノレあするものである。 13戸の農家は，

上立業と兼業 かかる経悦規模.5Jlj農家構成はち

然専・兼業別構成に反映される。 三こで専・兼業

別というのはたんに農家が農業以外に雇用機会あ

るU、は収入源をもっか否かによる IR5J1JにすぎなL、

経常以外；こも収入をもっ兼業農家が71戸となる。

専業農家10戸を経営規模階層J.llJにみると；1ヘク

ターノレ未満の零細臆に 5戸，中間層になくて 5ヘ

クタール以上の上層に 5戸という分布を示すが，

経済的iこみてL、わゆる品業専業という言葉にふさ

わし い状態lこあるのは上層の5戸だけであとJ，，宰

細自の5戸tれ、ずれも、家族構成が老夫婦だけ，

夫に先きだたれたうえに子供が小さくて世話がか
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農業それによるとこの村で専業農家はiけ戸，カ，；，

ここにこの村における兼業

形態のーつのパターンを認めることが可能なよう

自常であることから，

この村の農家のなかに

である。

小作形態ー ところで，
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は定額併地長と分益小作農があり，定額借地底の

たかにはナムムイ十ン、たんなる定額小作、ヌ己分

』主rト（下か合主れていることは前Niで指摘した。 ）＇5;く

に，ぞ弓いった小作形態別構成と経営規模J.llj階居

構成どの間連を，＇.；＼ 19去によってみておこう。 1,,j

表に上ると『分益小作と元分益，J、11－＇（土 3ヘケタ－

rレ宋満の零細経営！出こ圧倒的比重でみられ，ナム

ムJ件ンは日ヘケゲ ノレ以上原にのみみられるこ

とが知られる。これを規模階層別にいうと， u吾

を構戒するのは十ムムイサンと定額小i乍，中間活

；土主；二定額小作ラ零細層；土定額小fieと分益、元分

益小作とが（王11半々ということになる
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以上がサン・アンドレス村の農家構成であるが，

要約すると次の上うにL、える。付の民家の経営規

模別階層構成は圧倒的比重をもハ 3ヘケケールヰミ

;i：向の零細層，経営的（二必寸しも安定的でtn 、：~.o～

/l. 9ヘク々ー ／）／ の中間層，経営的にみて安定的なら

人ケ IJ- ＇レ以上のと屑の 3層からなる。言細1';1は

定額小作と！万益および元分益小fl（二よって構成さ

わ，農業賃労働を中心Jこ雇われ兼業への高い依存

傾向を点つコ中間隔は主として定額，J、作によぺて

t＋存／；立され司 j長業のTJ、かで i，トライシク／レ？ カレサ

ヤド＇）自’rt兼業に依存寸ーる。これに対して上院はづ

ムム子4ンと定相小作））、らなり，零細f,;,＇；，中間！言

と比べて経営が断然安定的で，ハシエンダの差配

人あるいは厳密な意味での専業農家がみられるの

もこの層である。

2. 米作経営

すでに指摘したように，この村の農家はいずれ

も米の生産に主力をおく米作農家である。したが

って，ここではもっぱら米作経営を中心にその耕

作体系，農機具，労働力，改良技術等の問題につ

、、て概観する。

耕作体系 まず作付体係であるがこれには雨

期の第 1期作 panabonと乾期の第2期作 palagad

どがみられる。潜：概施設がはなはだ不ト分なこの

ハシヱンダにあって乾期作が主力になるはずがな

し本作は当然雨期作であるC

雨期作は西南モンスーンの影響を受けて中部ル

ソン一帯に降雨がみられる上うになると間もなく

令農家によって一斉に開始される。したがって，

この村で荒起し，苗代作り等の準儀作業がはじま

るのが大体G月末から 7月初めで，雨期の最中で

ある 8月に田椀携となる。この時作付けされる品

｛長にはラミ十ッド raminad，スクアッド squad,

ビナト hinato、インタン intan，ティレ・マス tjre

mas, BA '.i等在来種が断然多く， IR 5, c-.1, 

BPI-76どいった高収量新品種はごく一部の農家

によって部分的に作付けされるにすぎない。収穫

期は雨期も完全に終り乾期のはじまる12月に訪れ

る。メlj取られた稲穂はまず7 ンダラ mandalaと

呼ばれる稲堆にされ，約1カ月間乾燥させて脱穀

される。したがって，脱穀が行なわれるのは大体

i月オこから 2月初めにかけての時期となる。

びきつづき 2月末から乾期作にはいり， 3月（，二

植えて雨期の始まる 6月中旬までに刈取りが済ま

される。乾期作は水の問題があって作付けが大き

く制約され，作付農家数は1968/69年度に81戸中
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開々の農家における上記生産手段の所有にr,i_;JL 

それが白己完結的でないという点か特徴C

それらニまのfH、n雨ft（（；！、L/J‘も，16戸にすきず‘

ては，1.5ヘ）乍ールをt上if),iこ大体0.5ヘヤケーノレ前後

ある。比較的多くの農家でごく普通にみムれる丹、五三ili:

乾:WI

1¥M1l¥i二－・） ＇·、··~· （土，という（.c)が実↑古でふったι

寸一き/fi.手段とし、え！fL記のうちでも水牛，.T）高収長1¥r',tふE普及の効恥もさるこどながら3
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iこレたるまで'L. ，てし、るか ξいうとそうとi土限，，l3戸におし、てこれの作付けがみられる p

また，農家のなかにず，逆の場合も同様である。この村でみられる立法Hあるし、［土ltjl王予t'J'.

は農機jそらしきものを全く所有してし、なャものも二：う主；椀試写土地以外の生ff手段には））.：のような d、

のがある。 i!II云・索引用!fi!J力として水午とトラク

Y一、持ll士、肝オき，まく、わ、ミ宣fl』月！のパト♂ケpath:

米作経営にどって

M：低限度不可欠と忠士）れるような生F若手段でさえ

（同行の農家において完結的には所有されてし、なL、

このように，M戸かみられる。

)1 カレタ kareta（ノト！政木製そり ），（ノj、型Vi！.料そり〉，

これには後述されるよ与な米作経営び）て？あるが？T
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L、てその所有と経営規模見lj構成との関係を第10表
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トラケター，したかって，後に再度取り上二げてその導入（＇）

l主tl方＇ ；；；：哀の経常規模別構成との関係を怜討！

なければならなし、。

第2に，脱穀町長機具の欠如である。村の農家

がL、ずれ十米作経世であることから宇ると脱穀！君主

·• /o>。

史家総数

o
n
o
n
4
1
h
4
1
 

つ
u
q
ρ
1
i
o
n

七l土小作契約

g引な／J.にIY］記されているように， Hlr'.殺はハシゴ

ングが卜 l} 1_1アドーラをJ¥:Sfillさせて1iなj) ;!1.るた

めに個々のJ：：よ家にとってそれを）＇） f台すゐ必要が1与

がみられれL、のは不思議であるが、

') 1 12 .h.. 
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/f互用労働力はその雇用形態により常雇と臨時雇

に分かれる。常雇は，いうまでもなく常時雇主のも

土にあぜ。て農作業の積類には無差別に参両するc

斗トン・アンドレス村では上層の 5戸と中間層の 1

二れをl'/r1-fする）1家

: t FiK；ゴ（イ＇： (j,(TJ7l問。〕， 10ヘケ z,--,L, .L:J U;1かじ

＼勺ノr ノレ未満！吉；τ王る t／くてに分布してし、て

三王子収午；二／）；、七九ると、

を，t：！－めることは！日告！胃りljii庁有主家のtill（「：二：：たさな

うん i人は村外から

ぴ）｛主込みラ｛也の 5人i土村内の零細隠と非経営層の

H＼身で通いである。報酬については一様でないが，

）＂に，ii-(i人の常庭がみられ，c7 I）トンlt所有喪家数1'.?rでその数は

三よ半日］Ji,j

干ずt ~- J.' 
•＿＇己 1.c 」＼コ

;J<.li二（！〕j場合に比べてずっと少なくならが、

,j(!f：も hlj カー「－， f:if';:::: ，，、たるす J こてに分布十る

食べさせかっ着せて年初20カパ〉住込みの陽台，いもどもに在来合法に密着するものであるがー

二弓い yだf毛布の生産手段の所有：土民民間模日rHt; こいうが例がある。村内に元常雇が 2人みられ，両

行とも結掃を機会に雇主から iヘケケー／レ宋満の

，］、作地分与を受けて独立している。他方，臨時最

:t主に田植え，収穫ミ干の農繁期にみられる。労働

力供給i師、はさきに述べた村内零細経常屑のなかの

ぜわれ兼業農家および村外からやってくる農業労

働行若手で，賃金形態によってウパハンupahan( R 

L 

中/Ill

! tとあてEIJ，叫｛.f;L:＇－、ふ L、と U、えそろである

/1＇仁、 次＇t',f)J~n- とぐにそのTrr1ずでれが｜：！？二し

か田惜の十 Jぐごの階層にわたず〉て70%を隆夫i;j、

小L乍を所訂するこどがま家k.ると J 、り二~ご方、 f』司

｝て＿.，）ロ川、っと七基本的条件とえよってし‘るとーム

二｝＼ ,::_ '.;,J・ Lてトヲケ守一、

と),lらが非常に大きな資

1ょ J亡、ーレ A'.-r:,＂とト、
ハゾ）」 J " ,_. ""~ ' 

;wg，王cl;> l;: /) ＼、； i~ ， ブヌサンhunuー

川 nf歩（t忠IJ)に分かれる。三の村ーでは田植え，メlj取

り作業を通してウパハンがもっとも普通の形態で

ある。ただし、林起・整地作業にみられるト弓ク

ttftiiJ)，パキヤウpakyaw〔請負；ti]),

本力色必要とすふ二と i,;(,, . ） 乙 fiJrH京家が上む；

:c_・ l十トニ町i「】／ 1--L、

ヰ；Iiミポ王位における、三［乍、主には準，，m,1c万f的－｝J 

メIJ取られた稲あるいは脱穀後のケーによる賃耕，市ftffり、 ffli¥iiえ作業と Lf：：：として併起・整地，

籾米のトラヴケによる運搬等はいずれも J子ン2パ町て市東ね，植付け．肥i古管理作業として抱月巴除

ー一種び）ポヅラシオンにいる業者Aが請負うもので，

また，脱穀においても農民は

水手rJ管理，収穫作業として.＜！JI衣：J' 立J；散布、プ＂マι、

‘定＇,J;:1J合で地主に脱穀代を支払うのであるから 7

1什ンの一形態とみられる。

以とが労働力の形態に関する概要であるが，

こで畏家の雇用労働力依存の傾向をみるために雇

七によって現金または現物決済されるかどうかに

Iり雇用労働力どそうでないもの（非原用労働力〕

のパキヤウである。そうして長？をに収納・ i<Er能（乍主

ニヅ〕う丸水利管理と月見殺はーとにパンノエン

lj見穀，↑hr 
堆♂

日
イ？
γ
1

ふlλJi-，るの

'lの責任で、行なわれる二とはさき i二みたとおりで

二こでは L：司法作業のう hでもとくに主要

メIJ取

そh

な休業過程と思われる土井起・生産地守田被え，

IJ噌運搬の同つにつし、てその労働力の形態，

ふる、

ど特何日時日IJI桝if"）需戒の関連を衿；、fLてな上「） ' 

二JJ;j：，「｝） C'と手戸方、；米！？：何常において依存すA る労働

立苦による農作業議負が含まれ，後者には自家労

働力と手間替えとがはいる。かかる分類によって

米作経営の主要農作業過程における労働力形態を

経常規模別に示Lたのが第11表である。
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それにどに大別しよう。前者には常雇，臨時雇、

手間替えおuyuan，汀！？府労働

}jの 4つがあるの l、！日ぺ背について／J:ことさら説明

! ) i二は自家労働力，

七:1Jl1える主で tfよいか、；疋用労働力につL、どはあ

人力、：二 j〕概略を述べておかねばなるct.L、。
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それとは性格を大きく異にする定額併地帯lj• ;E 3 l 

（；り :1, k去におし、て農家数子「，：lb,80）玉となって

L、るのは，；洞白日－＇1一点に 1J_;主＇icC給付i幻1~1.5ヘケケ
ーノレ）じり行寸が7 ニヲに出禄ぎにfれていて’jc/jf,:の

ものから＇i'f,/fi人j行の；刊慌を聴取十るごとが不可能

であソたためにその民家元：ここでは除外されて：、

らカミら寸7才、ろ。

のもとにあるこの村のうに作経営が異なった傾向を

’J己すのは当然とヤえよう c

48 45, 32 :15 ’i 
cりQ
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1ょ52 . 2月80'' ノ封、
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さきほど農家の稲作作付体系な （，

（｝に農機具所有状況を概観する過t,lで， lijJらかに

改良民許可

あるいはそれに関係すると思われる民改良技術，

この村の農家の間には地土！－の存在が認められた。J lこ，｜｝司表から涜九とれる特徴的傾向と Lて、

伝来tR訟ではみられなし、新しい花街え｝三一郎に普及h隔においては雇用労倒力のjヒif（ーがfE倒的に大き

ふ」

い J ノた新しい農業技術にどういったものがみムれ

そこで次に，してし、ることはたしかであるのその 10＂~ミ作業の祐実ti；二対しては無差：；，jlJi't':J で、あ

る三と，第三に、中間層ではl!H主・整地作業で労

働力の同形態の比重がほぼ等しく tcる尽かは大体

< 

さ人にそれらが農家にその導入のされ方，ノ 2
•C) ！）、，

けLてもつ意味を考えてみよう。ぽJli労働力のブ）＂；！）； 9-1心的であおこと、第 3に，

現在村内でみられる改良技術としては 2期作の

i白収量；品種の栽培ラトラケゲーによる深tJF,

細10では全体どしてmr_用労働力のiヒふが低下して

Wf七ーコ玄り内家労働力あるいは手i笠に非雇用労働力ー

手押除草機，施肥慣行等があげられ；：.， 0 

'I::ず 2期｛乍であるが，すでに述べたように1968/

的年度にこれを作付けした農家は16戸であったn

！！：条槌，そのJ号合挑起・

fl] Imえ作業l主

間:r＋えの比見；j:_lがってくるが，

整地作業におし、ては非軍用労働力宅

刈取りと連様作業では両者がほぼ；半雇用労iif0力‘

2期作：古12表によって経営規模階層別にみると，？とい｝た It合；二｝l:作業の種類にけしてきわめ

l土上回から中間層，零細層にわたって全てに分布を！旨J潟できるハて主別的であること，

それぞれの階層における作付農家の割合：「るが，中部ルソンの米作経営に関するー・つの特徴的｛tri

はi：隔で、10戸中 β戸つま t)60%と色っとも高く，

中間層で27.2%，零細居では59戸中 7戸で，わずか

11.9%と淀模が小さくなるにつれて急激に低下す

雇用労働

ー十｝－：，.. ・アンF

I訂としてこれ主で指摘されてきたのは，

力への;S~，、依存どいに，，';r, で、ある打1 c、＼

IiレスキJC＇）米作怪営についてもい二みたように汗 i'

府労（動力へのitz1i'i頃1,'iJはたしかに認めムれるので このことは、 上回農家がハシヱム会｛ぼ（I句にある。

1／のなかにあって比中交的条件のいL、小れよ地主？？来有それと同時に非医用労働力内比重の大さあるが、

とL、う

でもそもこの村で 2期ifが可能どな0のは

していることの反映であると考えんれる。

,n；上．

と〈にそれが経

P;t見開；；皆 ~H諒f茂と大きく問係してみんれる／（f士記ー
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いことも見逃すごとはできない。
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がえる。第四表によると，新品種栽培農家の割合

は上層で80.0%(10戸中8戸〉，中間膳27.3%(11戸
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を敷設してからであり，現在の2期作がもっは！ら

それt二依存するらのであるか凡であるつ

農家の問での普及が際立つて高い。これは新品種

がそれ自体単独の改良技術として存在するのでは

なく後述されるような一連の農法体系の一環をな

しかもその改良農法が在来農

農家の経営規模日lj改良技術導入状況

員 H，改良 h 術
経営地規模蒜司、2期lポンプ。新品トラクダ（正条l手押

n五 11?1 概種 ー深案件h/l 除草機

第12奇襲

すものであること，
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務経営資金的に余裕のある h害農家から普及が進

む結果になると考えられる。ただ第四表で一つだ

け注目しなければならないのは，普及率は低いけ

れども零細層にもすでに12戸の新品種栽培農家が
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ミのことにつヤては後みられるという点である。

にもう一度ふれられよう。

浮!11安ど同様。

なお，叶内上回農家のなかに他村の農家と協同

で私設のポンヅ瀧慨を行なっているものが2戸み

(1) （注〉

新品種といわばセットになっている改良技術の

:iE条植自体は一つに正条植がある。もっとも，

1950年代半ばにフィリピンで普及が試みられたマ

サガ寸 masagιma，マノレガテ margate等改良農法

の中棋をなす技術であって決して新しいものでは

こ！ti工雨期作の謹ifr'tであって乾期の 2

この村でみられ

られるか、

期作とは関係がない。

次にl高収量品砲の：段j音である。

C-4ラ BPI-76の3,IT，穫であるるのは IR一行、

この村に導入されたのはここ 2～3年前

からの新品種普及と同時であった。現に，村内で

正条＃iを実路している農家は 6戸〔上層の4戸と零

細層の2戸〉でいずれも新品種栽培農家である。し

fょU、カ入とれらはいずれも目下フィリピンで全国的に

i立；－及されつつある代支的奨励y存3孫に，.1,!J.i,~j 。 19附／的

年度の乾期作と 1969/70年度の雨期作に新品種を

が，

これは全農作付けしfこ農家は全部で23戸である。

家の29.1%に当り， 正条植は在来の乱密植に比べて労賃費がかも，1村内の普及率としてはかな

2～：1倍もかかることから::rJ¥I泊種の作付けされた

部分に限られている。

トラクターによる深耕も新，＼占種栽陪と共に改良

農法の一環として推奨されている新技術である。

耕起作業をトラクダーに依存する農家は村内に 9

戸みられ，階層別には上層の 6戸，中間層 1戸，

もっとも，個々の農家における

新品種作付けは経営地の一部であって全体ではな

したがって、作付而積では普及率はずっ左低

なお，新品種の栽培を作付期別にみると

雨期ffがお0戸11116戸，！？七期作が16戸中n戸である

り高U、といえら「

1 、ぜ。

くなる。

大方の

場合とれが賃耕であることはいうまでもないが，

零細層の 1戸を別にするとそれは水牛なりトラク

ターなりの桃転用動力を所有してないことによる

69 

もちろん，零細層2戸という構成になる。

から，新品種の普及は乾期作の方で、より進んでU、

るといえる。

フィリピンでは一般に，新品磁の普及は経営規

模階層に対して選択的であるといわれるが（注4〕，

その傾向はこの村の農家の場合iこもある程度うか
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ものではなく全く元空であ pご、

培農家と一致している r

唱、円vl》 t,r1~11 干if(;\{

除草に問 L_,.. l土手押除草機の導入がみん：L；：， ιF 

トシ・ 1ア ドレソ村で最初J：ここれを購入したのは

(') f.よかの寸ムム f庁； で＇rか九：＼ ip古iiJl［リ67

斗A であー，／こ d 現在（ipの民家がこれを「，1rn-tゐが

いず；／1.もでri'1?1T"il↓－＼，Jl'r；主tすとと一致 tーと〉。階r;"'),jlj；こ；工

上回で；j) 1, I !J問問になくて宇；tmi言にコ ）iとな；）, 

ど九九かとい与と経常現療の小さい ii'~で 'ti｛及がill'.

:/',>/t(l[(ijを察知できるか， これは走行ii'1径をrf1校とつi

らノ1[11］の改良員法ff(－／えと関連Lてや！日‘を物：；,1t’に：

＇・.む工ろに i,｝；＼！、オ＞J1 a'.J ., 

二J1村でλ られる改良技術のなかでも行及が逃

げでL、ると L つ／i、よlι 「、と：；二注FlしI¥けjLiまなれ

な

ちでての米作品モ討にお v て肥料を使用 L/r.1, 

（土全Jみられな lィ、c, l, t・' ；＇’＇／v使f1H立は仰々の経干：

で異なる 肥料。の｛史肘という点に問｛トζ，11nり二

二では半ば間行化 L: ，、ると《さえみることができ

るct: !-'. L，これは1a近の新；li'ir丞普及とと ιにはい

ってきた改良技術ではなく司 それ以前かんこのキi

に存在したと Lイ、れる 在来Jl'Htには本来なし、it

ずの肥料使用がなぜ以前か九三の村でみんれるの

かという民間に対しては， 古くかん三のやiに住む

:it民び〕；矢の上 iラな説明が同容の手tt十りそり奇えてく

J 、マ
,] '., {J" ぺ主：J，「戦Tiiiまでは土地が I・分に肥沃であ

4 、T二1）；ヘ 戦後j也力が，己速に衰えてJ;t’支が肥料をHi

rflする工うにl;. Iた！というの第nrrmでt】述へた

上う i二 この村の民fそか耕作す石［てJtl_J,は19:20よlゴ代

後半7＇.、ら l¥¥t争直前までの期間にfi¥l然・・－＂＊＇た to1

ー、 ..-- I " 
」 i ,tこヒJtl＇.での， 2-l放なjl主力iL1:iごはその後

j出力車jtj'tf山ための人為的）Jiffが値されない！号・h：二

ヒく起こる1見守1である r 分1:r:f!;rJど呉（ぺ 。て；，t額計

lli_l, tt,rJプ）もとにある｛巳［＼：＜.T.r場fト急激な地力；1i;l、
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！［：，己表長の激減が直t，に小作料支払不能に導き，そ

れが［主E主なると地主による土地取上げに遭遇する

という形で経武自体が校底か「〉脅かされる。 しfこ

I＇λ 』に， この中jの農民が月巨木！の使用という Mでこ

;l，に対処したのは十分に納得できる t'v、えよう。

かくしこ現イ'lみられるような施肥慎行がて、き iが

）たのであら r

；ス［：方、十シ・ y:, ドしス村でみられる改良農法

／£らひにその者一反状況の実態である。次iこ 二jL 

1・）新I；ふ種を中心こする－－j些の己主lil:Hftl:iがどう L

jこ形で普及されどきたか， それが良民に対LてL

かぶる立［去をもっと：ちえられるカ・を検討してみよ

,;;i 

この度の戸ii収量；新品種の普及がそれを中心と寸

会連の改良技術を伴った新農法という形で主に

攻以fの農業脅及機riiを通してj:filめられてし、ること

:1 ），＇，］先日のと ：tsりである。 この村との関連ではこっ

心、/if2え方ttがみられる。 A つはFACOJ¥1A（民主：W,

/,,j仙台）の融資条件に新農訟をリンクさせるブJ訟で

あり？｛也；主主liJir:去に立脚した具体的生産ブ内ロジこ

クト実施による方法である。

第 l（｝）方法で／;t, 農協カ‘らの融資中詰に際して

農民の挺/JJする生産計両書 productionscbedul七

が新民法導入を前提としたものであること， し品、

も「七戸江川両主f'I今成にあた J 2て AI℃（農業生略性委

l~会）千年及員ゎ助言を受けたことの証明がある三

と，という三点が条件とされる。 APC普及品、か忠

i七二対して行なって L、る奨励基準ならびにその長

泊は第lJ表にその事例を示し たとおりであるが，

こhを在来品種の場台と比べると約S倍も高くな

りfl1農訟が極l主に費用集約的性格のものであるこ

と治‘うかがえる。 こう L、った基準に沿’7 て立て l， 

れた生jlf;l十両を提出した場合に初めて FACOMA

かんiIl:f希望通りの融資を受けることが可能とな
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る。もっとも，諸々の事情から農民はすべての面

で三の生産計画に融街に従ろとは限らな＇. 'o 

第13表 奨!JI!rt之術と｛I二来技術の主要費用J[.j員労IJ

ヘクタール計り物用比較

主張奨 ｝ff] 山種栽培 fr来it'：係栽w
費用l

項目奨劫 1¥ 11, 内1 川 5技林 l費用5.Jlj 、I ( / , I I （ペソ）

種子i高収ft＇，：品種 40 t在来♂I種 20 

トラクターによる洋
耕起！耕（貸耕） ト 60 ［牛耕（自i'itJ)

岡山王子7 楠 (i() ！舌L浴植 2:'i 

肥料l 醇f![=2j=l~｛；整 理平均0.5袋 11 
農薬l パスャイン，ガン7 112な し 0 

BH C，その他

除→：｛手除Ii,の場：「20人
メ弘三I.
IJ ,, I 

40: h し

442 

（） 
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（注） 塊励技術及びその費用はAp Cの奨励基準に
上り算/1＇，。なお，費用の算出にあたってはギンパ
四丁一帯における調省時現TI:の平均的相場合用、
六。

第2番目の方法にもとづいて実地された具体的

ブ。ロゾェグトとしてflRice Seed Multiplication 

Prけjcじtと CooperativeFarming ドroje仁iのー：， ) 

がある。種子増殖計闘の方は，ベPC普及員の企

画と営農指替のもとにサン・ fンドレスi'lの良民

7人（う t,u膏から 5人，零細民主人＼をプマむ9入山

農民協力者を得て 1968/69年度の乾期作において

実施された。作付品種は IR-5とC-4-63，作

付而積は全体て，12へ／／クーに？， ド均i奴［｝；：主f 、ケ

ター／レ当り 110カパンであったといわれるから，

実に驚くべき高収量が尖現された二とになる。こ

れlこは，主民協力者がおも仁 t二港民家であったこ

ど，作付地が乾期でも十分な湛i銃の効く優良地で

あったこと，さらに面積が限られて濃密な営操指

導方・可能であったこど’？？の右干I］な条件か大きく作

用していると考えられる。収穫された籾は一部を

肥料，農薬代等生産資材費返済にまわし残余は次

年度円作付ヴのためtこ FACOM九に保 r~ごされf’

といわれる。 1969/70年度の雨期作においてサン・

アンドレス村で新品極栽培農家が増えたのはこれ

と無関係ではふるまいの

この種子増殖計画につづいて 1969/70年度に始

められたのが CooperativeF armin民 Projectであ

るのもっとも，これは表面上はともかく実質的に

は APCのプロジェクトとはいえない。というの

は，このプロジェクト実施にあたって影の推進者

とιいうべきさる民間の農業経営代理会社が一枚

大きく加わっているからである。つまり，この会

社がまず FACOMAから農民融資に関する非公

式協力をとりつけ， APCをたてながらも実際に

は幾民に対して影響力の大きいハシエンダの菌I］支

配人，ポブラシオンの肥料農薬商人兼高利貸と共

同して農民をこのデロゾェウトに引入れたという

経過がある。しかも，実施の過程では参加農民を

同会杜から派遣される技術者の営農指導下にお

き，営農指導の代償として収穫の 5%を徴収して

いるのである。現在7＂ロジェクト参加者は 36入、

うちサン・アンドレス村からは21人みられる。農

民にとってこれに参加iすることのメリサトは何と

,., • Iても FACOMAがらの低利融資が容易に受

けられることであろう。（もちろん，農協に加入してい

ない淡畏の場合はこのイロジコクトに参加するこ士に

よって蛮んに組合加入が認められたというこどである。

ところが，前年度の試み（種子憎殖計画〉と異なっ

て今回は非濯概地が大きくプロジェクトに組込ま

れたこともあって増収の方はほとんど見るべきも

のがなかったということであるから，結局FACO-

MAからの融資は農民を経由して直ちにポブラシ

オンの肥料・農薬等農業生産資材商人tこ流れ，資

材投入の結果得られた若干の増収分は収穫後直ち

に経営代理会社に吸収され，農民の手もとに残っ

たの；ま FACOMAへの借入金返済分t：.・けであ、
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ことになる。この限りで今回のプロジァザトは，

おお上そ成功とはいえないものであったわけであ

マ
／ 、
町 o

ところで，サン・アンドレス村における新r'fn稀

その他の改良技術普及が農家の経営波模階層に対

していちおう選択的傾向を示しているというιに

ついて；土すでに述べたとおりであるが喝ぞれと同

時に 3ヘクトー rレニ示満の零細！替にもある程度改良

技術普及の足透がみられることもまた確かて、あ J ’

た勺 これが1,、かなる要因にもとっ〈ものであるか

fと探るためにE文良技f!'iをi尊入している泣

｜主iイ系を日今F去して1非よう O

改良技術のなかでもそれを採り入れてL、るケ』

王のもっとも多い新品種につLパてみると，：.！:1戸の

うち21)戸支でが義理の関係を含む六つの親子，兄

l事関係のなかにあることがわか，Jこり ／） 主り、；；

つの血縁グループのなかに20戸がはいるというこ

とである。残る 3戸のうち 2戸は新品種を栽培し

ているナムムイサンと下小作関係にあり、最後の

1戸は他の新品種栽培農家と親交関係をも d 一）。新

品種以外の改良技術についてもそれを民り入れて

いる農家相正の間にかなり血縁関係の仔在が；認め

「，hゐ。

事例が限られているためにここで正（くに結論を

；尊くことは献に慎主なければ、たらなャが宅以 I：の

：事実に立脚すると少なくとも次の土ろな恕定を千i"

1ょうことはr1J能であろう υ すなわち、改良J支訪れ土

タト1市からの日入においてますこt：層農家に向かし、，

その？をお弘に血詰問係を通して他の階肘に拡散す

る，という担、定であるコかかる想定に立っと、改

良技術が普及過犯にむし、てιっ経営校模階層に対

しての選択的性［i',Jと零細層にもすでにある程度み

られる普及の実態との関係が」、おおう理解でさら

ようである G
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以上われわれはサン・アンドレス村における改

良技術，その普及状況，普及のされ方について概

観してきたが，最後にそれら改良技術が農民に対

しでもっ意味を簡単に考えてみよう。というのも

改良技術ないしその普及というものが農民に対し

て常に有利な条件をもたらすとは限らないからで

あるO すでにみてきたように，この村で現在普及

されつつあるのは新品種を中心としてそれをめく

ふ一連の改良技術ラつまり新しい農法である。こ

れが在来農法と比べて著しく飛躍的に費用集約的

企法であることは先述のとおりであるが、一方で

政府機関によるいささか強行的とも思える普及活

同左，他方で、農民が主に定額借地制のもとにある

ことからくる新農法への比較的積極的な対応と U、

う普及を受宿する{RI］の条件とがあって，これまで

{J）普及にい九おうの進民が認められる。ところがー

最初jはおもに上国民家に限られていた新農法普及

がすでに一部ではっきりと認められるように村の

良家の大半を占める零細屑を大きく巻き込みつつ

ある現在，新農法の農民に対してもつ意味が新た

な局面iに達しつつあるのを見逃すことはできない

のである。新しい農法がその本来官；；iえてし、る特「t : 

〉を：実1見するためには｛nJよりもまず水の［渇題を合も

,1IT!f；；の物理_fドj条f牛が一i

F》ないが，ハシエング・サンタ・ルシアではそれが

こく一部を除いて決して十分ではない。濯j阪の状

態が著しく不備であることは農民がしばしば口に

する“ tuyotat tuyot” （明けても哀れでも早魅〕

という嘆きの言葉がト分に表現するところであ

るつ 2期作も可能な比較的有利な条件の小作地を

保有してし、る少数の上層農家は別として，零細！百

の多くの農家はまさしく平魁による被害に常にさ

らされている。かかる状態を克服するにはハシヱ

ング全域にかけての大規模な土地基盤整備， j龍i降



1972110075.TIF

施設の常備拡充がなによりも必要とされるのであ

るが，それを1悶ヶの2：家に期待する二どは現行，J、

{1：：制度からみとできうベく ιないc::s 

と t→よ〉ど、＜~ういず｝た i！~f~ ，｝） i,どでほ下i1Hi'11

,n新民法千年及il, ;c-t：かこ；干しく ftrtl集約的であと〉

ニとからし、やが応でι辺氏を貨幣妊済のなかに

/;01深く引き込み、農民の階層分化企大きく推しilli

Jわるであん〕こ ・/"o;え「》れら（さきにみた Riel'.Seed 

¥lulti1〕lie日tionI汁けj抗、tと （：りoperativぜ Fannin日

ドroj己ctの実施i品問仕らびにその成果Jトその；＼；計J]

的傾向をは..，きりと物語..，ごし、ると思われるυ ～j

なわち、 u自主家を中心l二有利な条｛＇I：じ＇） l二i也／三ft

；ニ1;1』って試みムjしたf重加増殖，fr]iliic-:J結異的成果

士上l「1t1'たの；こ対して，詳細目と不干1］た条件び），ii¥

j坊を抱き込んで実Jiitーされノた仁川中巳nはいでいlrmm氏

ドrojectCl）方は融資が農民ー士通過したことに上っ

て農民以外のものに利益をもたらしたが，；；ミ民に

は農協’＼のfu入金返済企残しただけであったので

ある η

3. 5ミ家経済

）＇｝， とこの村の民家の米作品壬t誌につL、ぐみてきfこ

かラそう

宋品王；｝半，. 1，、，1 、 iよ zふ j犬 J/8 にある点、を最後にみて －~S こ

をのtG{t, ：~1家住i斉を :if；般に把持するために

は農業・店外所得、家計支IHに関してきわめてぷ

拘IIでかつ一定期間継続的に行なわhた；；ht1Fi"-11 

A：前提とされるごとはいうまで主なν、〉仏、今回は

そういった↓調つ丘を全〈欠いていら二したが》て、

以下ではTもとにあるヂーケに依拠しなが「〉出家

川内家保有米、小作料支払い， 1~W：手引状態、をみ

ては〉くなかでこの村の｝：干支持if干しり概略にl:l'.:!i圧すと》

三とにしにう

三の村の良家がその米作経常か心どれほどのtも

のを獲得できたかを知る一つの重要な Jルクマー

JI,に自家保布米の註がある。というのはそれが実

現される仕方に次のような事情があるからであ

ゐ。？でにHm:iしたように，農家が収穫した稲は

ハシてンヲの桁定する場所に稲i牲として積上げム

れ，後にハシエングのトリリアドーラが巡回して

きて次々と脱穀される。三の時にはハシエンゲの

長配人はもとよりポブラシオンから商人，金貸し

までどっと集まるが．それは脱穀後そのmで直れ

に小｛十料，掛売り，負11をの取り立てがなされるか

らであるc したがって，農民は収穫のなかからま

ずハンヱンケに対して小｛乍N，；水利政， mi土交代

( 101)力パンにつき 4カバン）を支払＂＇，つ ／）＼；、て商

人，金貸しに肥料等の際買い、飯米の前借り，現

金負i立等勺を籾で返済する。農家によ〉てはその

｛をさらに残余の一部を当座の現金需要のために米

紋日’甘人iこ販売する:l;),;5什もあり， また、 fd,'V包清か

完済できなくて債権者からのおめぐみで数カバL

(j）仰を残 Lてもらうとし、ったケースも皆無ではな

1、. ,. 

三もあれ，こうして残った部分が自家保有米と

して家にf!ft-，•）ポられるが，その経過だけはすべて

の史家の場合に共通するつこうヤった意味から 1・1

家保有米の最；を農家の農業所得のす出を示す噴要

ti-.J ！し :7 , -｝し とみることができるのである。

民家のi'J家保有米を 1969/70年度の雨期作ご（本

{1つについてみると、それが皆無であったものか

l9f;, 10カパン以下の農家を合わせると全農家の

半数トニj)il;、39戸に達する。ここでかりに 1人当り

年！日i籾消費量を 4カノくン〔／.t6）として偶々の農家の

）~要民を算出し，それに自家保有籾長；が満たなヤ

ものを不足農家として経営規模階層別に示すと第

[,11,毛のようになる。すなわち，自家治資量を十分Mi

える，ごけの籾米を確保できなかった農家は実に51

f，全体の33%に達してャることになる。これら
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自家保有米不足農家は当然経営規模を反映して零

細経官民に束中する方、とはいっても七百のなか

の5.0～円．件、クタール属にど戸，また：与，（）～4.9ヘ

クターノレの中間層に 8戸もみられる。各階層につ

いてその割合をみると中間層で 72.7%と最も高

く， J ノJ JI，、て零細扇G8.3＇＼，，上層 22.2%となる。

零細j日グ）ブJが中間層より点割合が低くなってヤる

のは，この膳に親から小規模の小作地分与を受付

て最近独立した「第 2tH代：の農家が多く含まれ

ており，そ Jれらの農家（I）家族構成が，， ) t t：小さL、

ことによるものと考えられる。

第14表 農家の経営規模別経済状態

ff,；斉状態を示すー；要jY;布、
同人・高

経営地吹家｜自家保有氷利貸から ノト i宇料
規模別総数l不足閉じむの負債 乞1；ム延滞

農家割合l農家11;11.h 
数 %数 %r1 蹴数百！~)JI i' 

0.0～0.9 8 6 7ci.O 8 100.0 4 50.0 

1.0～1.9 28 20 71.4 23 82.1 53.fi 

2.0～2. 9 24 15 62 . ci 19 79.2 お 33.3 

3.0～4.9 11 8 72.7 7 63.6 4 36.4 

5.0～9.9 6 2 33.3 4 66.7 2 33.3 

10.0～ 4 - 0.0 0.0 0.0 

メd" ,;[ 81 51 63.0 61 i 75.日 1 40.7 

なお，以とはもっぱら雨期の本作に闘する状態

であって農家によってはこの他に乾期作を行なう

ものもあるわけであるが‘さきにもm摘し Jヒよう

に2期作民家の作付面A積ははなはだ限られたもの

でしかなく，いかほどかの米が自家消費のために

確保されるとしてもせいぜい補完的煮味しかもた

ないであ 7，ご＇o

それにしても，この村の農家のように米作だけ

に依存する経営にあって，なおかっその過半数が

家族の消賢明すらまかなうだけの籾米を確保でき

ないと L りことは大きな問題である。三オ1.（， 自家

保有米不足農家は，向こう 1年間食いつなぐため

に一つは農業以外の収入源に，他は飯米前借りあ
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るいは現金負債に頼らなければならない。もっと

も、純農村地帯で農外収入とい.－，てもその機会は

/le常に限られるからいきおい負債への依存が大き

くなるのである。

この村の農家が日常生活において現金または飯

米山必要を満たすためにもつとも普通に依存する

負｛W源はポブラシオンの商人，；Ji:貸しである。 ζ

れらの源泉からの借入れは，通常恐るべき高利を

伴う。一般に，現金の場合は 100ベソにつき元五三

と籾米4カパンまたは元金の25～30%，精米の場

合 lカパン（精米1カパンは大体籾2カバンに相当〉

；こっき籾3.5なv、し4カバン，肥料の掛買いは l袋

；こっき籾2わじ，いずれも次の収穫期に籾米に

とら返済が条件とされる。通常農家が飯米あゐい

ほ現金の必要に迫られて借入れを始めるのが本作

の作付け開始前後からであるから，返済までの期

川どは大体 （i力JI以内と考えて上いし，力IIえで収

倍iJ;'fにおける生産者米価の低落を合わせ考える E

K記貸付条件はいずれも半年で 50%から 100%あ

るいはそれ以Lということになる位打。

主寸ミる法外にl¥'Tiv、手I］息、を伴う負債も，農民が生

活と経営を維持していくためには，残された唯一

の手段として依存しなければならない。この村で

二勺 U、った条｛tf:（／）負債をもっている農家は61［＇＇み

られ，階層別には上層4戸，中間層7戸，谷組i

躍では実にその 82%にあたる 50戸となっている

（第14表参照〕。これら負債農家では収穫時に大量

ν勺隙米を負（古返済として取り立てられるのである

んその結果本来白家保有米となる部分が大きく

縮減する。そうして，不足分はまた新しい負債に

i'fiらざるを得なくなり，ころして負債の悪桔環が

：る年もくる年も繰返されるのである。このよう

にみてくると，この村の大多数の農家では負債が

すでに経済循環のなかに深く組込まれているとい



Ⅵ　村落社会とその階層構成
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ぺて 1.iR言ではあるまし＇，，土く とljl間Wi
～ -1-.... ' • _,- -I- 】 F よふマ

tーイコ V、」 ec人 Jごっ ~ d勺も） ' 

負｛古に守、さるどホ,;r；らず吊一安なのが（t家（！）

rトlj'j'’↓Ii.［滞であ，：，，，訂 11：＆：に工る三‘ 19fiCl/7Uif
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VI 村落社会とその階肝構成

ザ〉・アンドレス村がハ Lエングのなかの I村

おもにハシエンダ、の小作人とその家族に ._t-, 

て協成されてし、ることは繰返す玄でもないが，と

はいぺてι内存的に決してー慌ではなく，職業構

成‘小作地1:1ミ:-/f関係，農家の経営規模別構成等の

点ではなはど複雑な様相を呈していることはこれ

までにみ亡きたとおりである。本節ではサ L ・ア

ンドレス村の住民が相］－1：にし、かなる社会的・経済

的関係をとり結び，全体としてどういった特質を

もっ村落社会合作り一！：げているかについと検汁し

CJムょう υ

l 村の自治

アィリピンでは村はパリオと呼ばれ，行政的トニ

7ラ
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（；；－む村評議会の権限が大1p[，＼に拡大され，村長なら

びに詳説只が任命制から選挙制になり，村財政の

），~縫として：交付ゑ制度が新設され，村長の呼びれ

も barriocaptainに変わったのである。

かくしてパけずにおける自治機能の法制的保障

が確立されたわけであるが，新しい制度への移行

主たはそれにもと －3＜機能の実態、となると村によ

pてま九まちであゐっザン・アンドレス村マ）J；｛－，｝合，

と〈に析しい制度への移行とし、う ｝＼で著しく遅れ

ているように観察されるc というのは，村総会は

こZLまでに一度も開かれたことがなく，村長なら

びに村評議員の選出においても選挙はなく，パリ

オ・ブ rンドの交付もデ亡くみられないからであ

るc したがって，現在この村山自治機能を，i］るの

は、以前｛壬i令指I］に上，＞て選出されその後はもっiL 

ら 11:i~で、あったといわれる村氏と村評議員，およ

び彼らが構成 Fφ村評議会だけである。十i評議会

九日1i)Jは従f11II心持町議会に協力して村をとりま土

cわること，村内でのもめことの｛中主位等に隠そられる戸

七 p とも，ハシヱン 1／.ーザンケ・ルシアの影響力

i土町議会に士、fし亡もさることながら村評議会iこも

絶大なものがあ ＼） ，ハシヱンゲへの協力という点

が；；干議会の活動における一つの重要な要素として

f~ t れることはいうまでもなし、。

点、かる評議会の活動内容かん推して，そのメン

＝ーが村内にあってはL、わゆる［双iききjである

ことは1然予想されるであろうっ現在の評議会j

ンノ、ーは村長を含む 7人で構成されるが，年齢的

；ニは 1人を除し、て他は50歳以上，いずれも戦前か

「》このやiに住む農民で，経営規模階層別には上！日

かん 4入、 i十iFn1J,最か「， :1 A左なつてし、る O いう γ.'.t 

でもなくす

J，仁かにi土カテ fワラ i人‘ナムムイサン 2人が合

主れてし、る。村長は現在のハシエンダ長1］支配人の
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うに思われる。
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夕、体 (i主比三；

ヒでは明確にその中l二；土L、る。つまり家族制度0)

筏系的性格と t}l鋲怠識の広さがfrわさ’ Fて続頼関

続fjjと立議する範凶がJi:常にひんく、主で夫婦どその子女と方、らなる技宗治： （iλ；｝家民）

そuつこと t土り7を北本的形態とみること九できと3ι
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千七ヵ‘この村の女性と結時して村に住みついた幼子？

でも村内通婚とい！じように図示されることになる
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伝家族であらど 1ぜ、う従来一れでいわれてきた見解

家校:7・,--, －：：－， 州家族と｜五倒的多量kが院宗／]ii~ となって

いξ〉ことから町九 f，.どなら。十実家族lゾ、タト叶f6をと

ってL、る 9家！出こ－) ,, .ては 3 家！長；がi•町長と I•百 r;i:-,

1也｛れ 4家族は片却を家族内に合むもの Cあるか、

どするとフィ IJ I－ン5色村の一般的家族形態れ
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））＇にして3非ょう。
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はi立肢（t'＇）に土地の所有をめぐずる関係で糸り、 ti包は

それを燦介として副次的に成立しているノト作地保

む関係である。前者は具体的tこはハシヱンダの所
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ができる。
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ご間接的に行な才〉れる G したがって、これを村内に
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ジ） t±也をI井i乍すらノトft人およじ、そうでなし、非／！イ乍

とれiこttLて人このf｝りの関係どレうことになる。
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に分け， q1j再は経営規模によ f，て 3ヘクタール以

上~ ll: I, :iへクタール末満はさらに小作形態を
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部分が1930年代前半頃までの入村であり，したが

ってでに問墾によって小作地を獲得し1,－~，三れも現

在ハ三エシザの登録小作人となっている。走業経

営規模は 7戸とも 5ヘクター／レ以上と大きく， う

ち5戸では常雇がみられる。差配人，ナムムイサ

ンからなる，，，この階屑が村内の他のi清原に対して

一定の搾I夜間係をもっととはすでに述へ犬二とおり

であって，村内での影響力は非常に大きい。村長

をはじめとして村評議員7人中 3人をこのj醤から

出し，ぞれ以外の村の役職（農協役員，：l＇｛民主E合役

員〕（注.j ：.：む 4人が頗を i'llしているのは亡のこと

の反映と考えられる。

次t二中用である。 二の階層は， 69戸 f ）支 IJ全体

の7害rj強の家族からたり！号、理的には村内でもっと

も平均的階層といえるが，現実には経営規模，小

作形態の点で個々の家族聞にかなりの蓋具が認め

られーi,C::「u・「中jイドJの三つの件つi椛層に

区分できる 中層上位経営規模3ヘケケー Iレ£）、上

の農家によって構成される。ここには戦前入村者

も多く、かつてナムムイサンであったものが3人

も含まれ CJ】り，性格的には上層下に非常に迂いま

現に村評議員のうち上層出身者を除く他の 4人は

すべてこの溜から出ている。したがって潜権的に

は村内の他の階層に対しとある軽度山影特ブJをも

っとみられ.：；， 0 これに対して名実と七に村内の王子

均的階層とみられるのが 3ヘクタール未満の定額

借地農32人からなる中眉中であるc この層ではす

でに村汗詰貝はみられず‘ぞれ以外の役職に 4人

が顔をIH－十にすぎなν。主た，上憲法家に対して

常雇を出しているものが 1戸みられる。中層下は

最近まで又貸しされた小作地を耕作していた元下

小作かじなる。ここで；t戦前入村者も大きく減り，

登録小作人は24人中わずか三人しかみられなu、。

逆に上層に対して常雇を出している家族が2戸含

80 

まれている。つい最近まで下小作人であったとい

勺事情からしてド層上に非常に近い性格とみる三

とができょうっ

下層を構成するものは現在21戸である。この階

層の「第1世代」は「第2世代」の 5戸を除く 16

戸で，うち戦前入村者がら人であるから，この出

では 3人にさ人支でが戦後この村に移住してきた

ものであることになる。下！替はすでに述べたよう

にもっぱら被搾取関係にあるもので構成されてい

に村内における地位は当然低い。それはこの層

ハなかの 4戸が f・，層の農家に対して常濯を出して

いることからも十分うかがえる。もちろん，村評

議艮その他の役職者はここではまったくみられた

V ハ

次に，第16表によって各階層の経済状態をみよ

う。同表は81戸の農家について階層別に自家保有

米行足，ノj、f1球、i支払延滞，非制度金融依存の傾向

全示したものである。ここで農家だけに限定した

のは非農家も含む全体を共通の指標で比較しうる

データを持ち合わせていないことによる。しかし

各府を構成する主要な成員が農家であることから

そ；jl,だけに限定しても階層別の経済状態はト分に

把握されるであろう。

場16表から明らかになる第1の点は，経済状態

第 16表階層部経済状態

農家l 経済状態を示す主要指標

階同 j l家保有米語、作料支払！荷応間隙
J百 i i不足（推定） 延 滞｜からの負債

j戸数民家数1容ref;-農家数；九合｜農家数寄ν7
1 ノ0 d) 

1二層｛上 1 I - o.of o.o I - o.o 
l下 6I 1 16.7! 1 16.7 I 3 50.o 

f上 13I s 6L5i s i 38.5 I s 61.5 
中層｛中 31I 20 1 64.5l 13 i 41.9 I 25 so.6 

l下 24I 16 66.71 14 : 58.3 I 21 87.5 

ドJi,7ifJ二 6I 6 1伺 .01 一一I 4 6G.り¥'ll下 0' . 

{;-；）十 81 51 63.0 33 40. 7 61 75.3 
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はl二；，；；；品、ら「iJIに向かつてはっきりと劣悪化して

しぺ傾向にある。とレうのは，保有米不足兵家，

1）、作fj.支払延滞民家， 1l}j人， i旬利貸からの負Wt品

交の各慣において占める｛1]｛：，が、 下）jのfぎになゐ

11どj、きく ，＇J:－！ てヤるのを認めることができるか

「Jであるのただし， l吉i人，山手lj貸カ‘らしつ負債史家内

}ii｛，にd 八、ては下院上のとこんで中間よりも占段

と（氏〈パってL、るが‘ これはナムム子サンが分益

十日叩Joi↑良行に従－－，て生産費の立替え‘ レーン i

ン供与を実げしてし、ることか「パマノト作人の商ノ人，

l司干IJW負（：引火がを多少なりとも1左右l十る結来にi.h

－、ナこ 1,（／）とHJ、われるニ

：＇｛； ゴi十二、 f王済状態については lJuと中踏の間に

／；きぷ格差か存在する。 Jミ中のL、ずれの指慌に＇）

いてもそうであるが，たとえば，自家保有米不足設

家に／）いてみると中日ではその割台が（i～ 7'ff!Jに

i士十るのに 1：罵では 2’｝；1Jを大きく切っているので

あるc これは，村の階層構成におL、てと沼が他か

「） j，友さんIliて大きな経；斉力をもっていることを竹

;mるものとみることができょうじ

以とがサン・アンド Lス村の階居i高成とその大

士かな内容であるが，かかる階層；幕式をいかなる

性格のものと見えるべきかが次に問題となる。結

論からさきにいうと，それはハシヱンダ・パリオ

における小｛↑＝！留の分解と捉えることができそうで

ふる。た／三し， ここではデータの不足元語らそれを

卜分；二証明 Fることはむずかしいが，断片的事実

に依拠しながら以下推論を試みてみよう

土tfizわJにラ l件tff(fにおけるこの村の｛主民はほと

んといl外江〈ノ、シコ－＞ゲとの問に［i'IJ主小作契約Cと

もつ定額借地入札階居としてはかれらによペマ

i存成さ jしとJ .", J〕めてで2質的tsJr一山ノトf＇！：出（ Jll.イ：－

'Jjtj）；＇三洋＞／（， .1）なかの中！日にilP'.Dだけであ，Jことえ！よ

定される i ず〉宅 I)'''_i時村には走。配人‘：－ムムイ i/・

J 唱下小作人，非ノト｛下人といったものはみられず，

したがって村内住民の間に搾取・被持取関係は存

(1：してし、なかったということである。というのは，

主iiこ戦前の入村者はすでに述べたように主とし

て他地域で地主との関係を悪くし新たな小作地を

求めてこの村にやってきたものであり，当時は確

かにれからにとって開塑により取得できる土地方、

未だ存在していたとL、う事実があること，第2に

fr.I々 の住民の小｛乍地規模には家族労働力の規模と

関連して，すでにかなりの凹凸がみられたであろ

うが，開裂の余地が残されていたとU、うことは当

時余分の労働力が未だ存在していなかったことで

あり， したがって小作地又貸し関係の存立基礎を

欠いてし、たと芳えられること、第3に，差配人に

抜｛産されるためには地主からの厚い信頼が前提と

されるが，全体として住民が入村して未だ日も浅

くそれをかちとるに至った者はだれもなかったと

考えられること，等からである。

次に，戦前この村でみられたかかる等質的小作

j習のなかから戦後になって一方で差配人，ナムム

イサンが登場し，他方で下小作人，土地から完全

に切離された非小作人が現われるようになったと

袴えられる。そのことはかれらの入村時期をみる

こ左によって十分推察できる。現在の差配人なら

びにトムムイサンは， l人を除いていずれも戦前

比較的平くからこの村に住みついていたことはす

でに述べたとおりである。しかし，差配人がみられ

るようになるのは1950年代後半からで，副支配人

の場合抜摂されたのは今から 2～ 3年前である。

差配人の小作地はいずれも抜縫されたのを契機と

Lて大きく i曽えている。ナムムイサンの場合は，

L、かなる子段で小作地を現在みられるような規模

Uよも大きしιーで14ヘクタール）に拡大したのか不

明であるが，戦前から他の小作人に比べて相対的

81 
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に大きかったことはたしかの上うである。とはい

ハても寸へて自「一）耕作していて又貸しは一切Lて

いなかザ】 iトこといわれる。

二t:i二対して下小｛＼，人，非小｛下人のブJfこi主戦fJlj

入村千fが九人みられる。うお 4 人の非ノトfj＿：；ニ~），、

てはもともと小作人であったがノトれれ：怠納による

土地取上げ、，夫の死去，水Ljニの死亡等の理山か

九；j、{1c±自三尖ッたといわれ，；ぅ、れらがrザ1らカ‘に小

｛下人主＂（，の転落であることが知れゐ。見下ノト f'Iζの

うιにも戦i¥fj入村者か 7人あるが，かれらもレ

たん小作J出土；夫ぜ，て下小作になったと与えられる

から，泊、刀、る小｛乍入力ゐらの転落ケースi土村内で｛｝と

して少なくないといえようじなお，下小ft：人なら

び［こ非小；j二人はこのfl!！｝こ16人みられ， ・) t, 5人iよ

「第2世代」司残る11人が戦後の入村一昔である。

れはラ ド小作人あるレは，非Jトff人発生の背後に

人口附加，それによる正力が存在し一日、ることな

;;iてしてし、る乙

以上の汚察は決して十分とはいえないが，二と；l

でも， さきにみたこのキ？の11¥srN計誇万立が，中！イ？をH

軸とした一種の階層分化の結果であるとするこど

の根拠を；いなり明らかにしてくれるといえよう。

l：層の差配人もナムムイ什ンも Fト作人であること

に変わりは広く，下層上を構成する下小｛乍も立た

小作人であるつしたがって，この村の階層構成全

体が本来等質であるべきいわば－・）（／）／ト作i常国で

あるわけであるがヲその内部における階層分化ω

結果そのなかに搾取・被搾取関係をもっ非等質的

サブ階層が重層的に合まれるようになったと考え

心れるのである。

ところで，かかる階層構成のもつ，意味はイ料1j

であろうか。本来，ハシヱン夕、・パリオのJ｛言合，

,j、作人はすべて同ーの地主とノiイ'f:関係をもったi!,

に地主どrトVi:との対抗関係は最も明確に現われる
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はす主である。し力、L，→トソ・アンドレス村‘におけ

る小作人の非等質性は小作人相互のr1uでの村：,Iiノ）

干；ー王立をもたらし，地主・小作間の対抗関係会か

なりの程度弱化させる要因をはらんでいお ξみる

ことができる。すでに述べたように、隣践する;j:J-

では［呂田の発覚とその部分のノトfli今週及支払訴求

等合めぐってJ也主との対立がi敦化してU、るといわ

れるが千ン・アンドレスキれこはそうし、った対立が

全くみられない。これはまさしく，この村の階層

構成のもつ意味をめ心配世まで表現してし、るとみ

られるようである。小作人の｛山jの勢力分断とそれ

に上る地主！日！！の支配強化とが，作〉・アンドレ ζ

4干の附層構成がもつも •） ども基本的心語、味であ ζラ

と考えられるω

(?l 1 ) ノ、） : ／，・子1J. lii iハ村jこプ ＼「＇ i：十七，！・J(;・ ・'' 

:I.＇.＇.集 i•. J句、：；tRomani, John, & M. Ladd Thnnws 

,'1 Sun·e:;• o( Local Gm'!'rlllllent in thr Iヲ，i!ij,
pine人 Ti P. Institute of Public Administrati川 1

九fanila,19!'14, pp.1-1 1を:f;JI（｛さ JLt l、。

en 2〕 ナごしえは Rivera& McMillan, ibid., p. 5:J 

I; ,if .t。
C 11 :-l) p、ノス .0Ii, 〉ζ；＇）t(;lfi'[fこ升HJくく；ベ l巧ιオ［

, tu也ν）fメi1lii，あるいけそのは!I＇ロ山 ;icy,'とな汁ご v ろ

:111:.il：［°の二と。 r!1;''.f,ノL ソンご：tJ11，、か／！； Ii j也合ー百二 l誌！•＇：，

／！三 Jil•i ＝ハノス仁 {:ll;/J っとそれ；：-,iL ＇・小ノ、ノスそノ！、 i'IJ也

L ！イ Fト「i人に frlj.1.てい之、 tlが ＂｛，い。民［長0）些v//1

が上くゆき！日；L、！： ハンエンタなどではノ、ノスか－，；：Jf},,J也

~ .1c,U，せるnどにモktlごとしかhJIJ J干に！＜： IJJ ,・ れぐ＼、＜：，

〉右 llかL) ；：，二 lーか；払ろが， ノ、ソコーンダ・サン J

J プでI.:，＼くか＼水iIIルl :[Jijか11、いふJ ;ii:分ベ似て：

tハノノ、，・， I. 2もゾ）（I児..,, c, fよし、。

en 4) 上位以 If，.＇）｛ 施にnって民L＼＇； 似j(i> ), e; ；.ヌ

、 i、正 jξ〉ために政IH存立Wlが己1{Nd也！王；芥キ、iご＇. fこ長，＇，

，，児合Ji;i［し〈し、る ＇（•，’製イj\ (, 0 サソ・アン！レス j＇でし

1969今に全 ／！'H止をメ 4 ノ ‘ 一 . l. : j,',1}.; ._:; .! lんか， U;k

1)! {I：：主力；＇， jリJi：：：にけ i'i.ったiliぬにはしノiζ1"i！， なぜ、。
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ベリオである十ン・アンドレスネfを取り上げてキー

n社会経済構i歪をみてきたりむろ人それは，市ft

門ft；の不卜jfさ， とくに社会関係につ＼、ての調査

不足．加えて社会｜目係と経済関係のからみ台L、λp

把持ずる仕方等の問題があ＂）て決して←卜分とは＼

17 ＇＇てれで ιなお幾つかの.，；，（でこの村の社

会出済構涯に閉する特質が明「〉かと tc Bた】そh

九円う h小、， ;f3j,lこもれを取 I）出し f 喫茶n－る壬

(. 1くし／）と：~j I）であ乙 1

11 I すン． γンドレス村は弐ヱノく・工ンノハ Hイギ J

パ問「rf)l村で司戸数り7，人口市（）人かムなみ。

,11店レ、I: Jl±l域び）村として：土ど／：，じかと：、う！：

1J、さ ,, 、Ji：二（土＇.、 主主

2) ギンパ町きりての規模をJ;Jるハン1 よ／ゲ・－f[-

々・ルiJ ア〔：；~HノUif-:'1420作、ケケ」／レ〕にはがj

l'iの村カ‘ふる己 時；． γン！ごし ζ 村はそ♂）t; 

tJ hゾ）一＇＇ C'句 l' j、；bるノ、ンてンケ，＇. ・＇：リオであ

ふ 村山職業＇， jlj宗校構成；土民家持l戸‘ ，W農家n

戸，無職：3戸とご；＿ ＇）ていて‘ llt’＊；土 t－，＜＿てノ＇：.－

／／う山士山を l!t:1ケ「る小ffGtである

1:i1 集濯の歴史i主主rrしぐ， r,1；住が始主るのは192()

if.fl~ t. fをもドにた〆｝てからである t 初期の符住吉－

it／、シエンゲ（ハー祁；こ残ってL、f二末棋の森林去

しワ聞いて小作地を獲得した。大体：t三次大戦明

主でに末京地はほぼ間報しつくされタ戦後：土移

il：者にどー〉て rト1下地取得がだんどんと肉離とた

ってきた】：二 i，拘らず現在までかなりゴ〉スワ

にti住/J:R二tいてい 2j:

:4) ，、／ニペ J ゲのi］、作制Pfは定額借地市I］で，契約

江主主山｝［5をとっていぞう p ハ乙 T ンJ./（！）管理・

］主｝：（・1土三（｝数名からなる差配人およて）〈使用人に J

.，て「rt,.i〕れ－？＇.， チ L ・7・ >・ r :,-－，.干，J・ （り..J、ff},

') .－） 九九， :・,; l :1人が主開己人に抜h＇されているり

地主・＇ J、：t，問係における溢情主主主的要素ft；）［，ご；；；：；

に限られていて，諸々の矛盾は地主・小作間の

対立・抗争という形であらわとなる傾向が認め

らft,る。

,5) 村内には，ハシエンダとのノト｛悦也賃｛ff関係の

i二に閥次的に成立する小作地の又貸し関係がみ

られる。具体的にはナムムイサンと下小作人の

i協の関係で、分益小作制をとっている。かかる又

貸し関係は戦後の人口増加に伴って小作地に対

中る需要が高ま -C）たという事情を背景とする。

(6) ノト作地に対する需要の増大は又貸し関係のほ

かにプヱスト〔ー術：の慣行的耕fict{ijあるいは耕作権

利金）の発生をもたらした。

，｝） 村内の農家を小作形態によって分類すると十

ムムイサン（4｝り， fこんなる定額小作人（71戸），

分益小作人（＝下小作人で、6戸）の三つになる。定

額小作人のうち却戸はつい最近まで、下小作関係

にあった元分益ノト作である。

18) 良一家はすべて米作農家で，経営規模は最小0.5

ヘクター／レから最大 14ヘクタールまでみられ

心。経営規模階層別には 5ヘクター／レ以上の一土

陪（10戸）， :Lo～4.9ヘクターノレの中間層（11戸〉，

'.lヘクタール未満の零細層（60戸）の三つに分

かれる。上層はおもにナムムイサンおよび差配

人によって構成され，厳密な意味での専業農家

がみられるのもこの魁である。中間層はおもに

たんなる定額小作人からなり，トライシクyレ，カ

レサ等の自営兼業が目立つ。零細層は元分益な

らびに分益小作のほとんどを含み，他に雇用機

会を求める傾向が強く‘とくにJit業賃労働に従

-,rずるTitわれ兼業が著しく多い。

(9) 史家の問に新品種を中心どしてかなりの程度

kで改良技術の普及がみられる。とくに肥料の

使用に関してはかなり以前かん半ば慣行化して

十る。

83 



1972110086.TIF

シエ〉ダ・ノミリオl't'-J.l::もし、えるであろう J（注2〕

とi主ベた点をはっきりと石在記、するものである。

この点が今回のi調査の一つの重要な成果であ

り，同時にその確認をふまえて村落類型化を進

めなければならないという意味からは今後の談

窓でもある。

(,L 1) 高橋彰 『前島ぶ』 120 ぺーン，；jよ円七Ii恥

tゾイリピン ，｝） 米frnトtJC『前；11J;<n）。

(iJ二2) fill稿「ソィり L＇ン沖行午農村山弘之終的総 :iiliJ

（『1lilJ品，If』） 313ベン。

米作経芦における雇用労働力依仔傾向はし、ち

おう認められるが，その場合上y官J:t.，まと存知討

の史家の問にははっきりとした階店主が存在す

j
 

A
り1
 

（
 

る。

を別にすると一般に足京のJ:i岳にはいる(111 

白家保1'f米が不足す

ると推定される農家が全体の63%，商人， i¥l1flJ

貸からの：負債主家が75%，小作料支払延滞史家

カ＞41%もみられる。

経済状態はかなり劣悪で，

（潟代li'fi'U,4¥)村の自治機能についてはその法制的確立後も

！日態然としている。

家族形態としては核家族が断然支配的で，干11

(1引

互の聞は網の日のように張りめぐらされた穀類

関係によって結ぼれてし、る。

(13) 

村の階居構成は村内の他の成良に対して持取(14) 

ナムムイサンの階；Z，村内関係をもっ差配人，

もでは持取，被搾取関係を一切もたない階！ふ

その他がら

なる階層の 3J吾からなり，著しく芝居的である。

かかる主君的構成は小作君の陪：五分化によって

もたらされたと考えられる。

これら諸特質のうちでもとくに号、要な意味を

もっと考えられるのは最後に述べた付の階層高

成についてであるo 本来等質的主与えられる階

君のなかにサブ階層を含んだ：芝居的構成は祭者

が以前行なったもうー一つのハシヱンダ・パリオ

（ギンパ町のトリアラ村〕でみられる以外に未だ

事例がない。同じ地主的土地所有とνっても

「分散的所有Jのもとにある村綜の調査では階

若f再月比がむしろプラットであると忠告されてし・

つ lまら被搾取関係にある下小作人，

サン・アンドレス村でみた階＼l111'J成は，

前回の調査報告で「トリアラ村の階居j完成はIYl

らかにハシヱング・トリアラと L、3特殊な外十字

る（注I）。

その意味では特殊，、乙ri；；見f#IJによるものであり，
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